
 

 

 
 
 

岐阜県新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉施設等職員休暇取得支援事業 

実施要綱 

 

 

第１ 目的 

新型コロナウイルス感染症の発生を背景に、小学校等の臨時休業、障がい福祉施設

等で働く職員が新型コロナウイルス感染症に感染すること等により、当該職員の出勤

が困難となった場合に、職員が不足する障がい福祉施設等に他の社会福祉施設等から

応援職員を派遣し、障がい福祉施設等のサービス提供を継続するため、障がい福祉施

設等を運営する障害福祉サービス事業者等が要する経費等を支援することを目的とす

る。 

 

第２ 実施主体 

  本事業の実施主体は、県内において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１項に規定する障害福祉サー

ビス事業、同条第１１項に規定する障害者支援施設において同条第１項に規定する施

設障害福祉サービスを行う事業、同条第１８項に規定する一般相談支援事業及び特定

相談支援事業、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第１項に規

定する障害児通所支援事業、同条第７項に規定する障害児相談支援事業並びに同法第

４２条に規定する障害児入所施設及び同法第４３条に規定する児童発達支援センタ

ーを運営する事業を行う者（以下「障害福祉サービス事業者等」という。）とする。 

 

第３ 事業内容等 

（１）補助対象事業は、次の事由により障がい福祉施設等の職員の出勤が困難となっ

た障がい福祉施設等に対し、サービス提供を継続するために職員等を派遣する事

業とする。 

ア 小学校等の臨時休業により養育する子を保育する目的で障がい福祉施設等の

職員が休暇を取得したとき。 

イ 新型コロナウイルス感染症に感染すること等により、障がい福祉施設等の職員

の出勤が困難となったとき。 

（２）障害福祉サービス事業者等から提出された「岐阜県新型コロナウイルス感染症

に係る障がい福祉施設等職員休暇取得支援事業計画書」（様式１）に基づく職員

等派遣に要する費用を補助する。 

（３）県は、本事業により職員等を派遣した障がい福祉施設等に対し、その派遣状

況について、「岐阜県新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉施設等職員

休暇取得支援事業実績報告書」（様式２）により、補助事業の完了（廃止の承

認を受けた場合を含む。）の日から起算して１月を経過した日又は当該完了の

日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日とする。 

 

第４ 補助額 

  派遣する職員１人当たり上限５万円 



 

第５ 補助率 

  １０分の１０ 

 

第６ 補助対象経費 

（１）派遣する職員に係る次の経費（派遣する職員の人件費を除く。） 

旅費、損害保険料等 

（２）職員の派遣に当たり、事業所間の調整に要する次の経費 

賃金、旅費、需用費、会議費、使用料、賃借料、役務費、委託費等 

 

※１ 上記経費は当該年度中に係る経費のみを対象とする。 

   なお、令和元年度については、１月１６日以降に係る経費のみを対象とする。 

 

第７ その他 

  補助対象経費のうち、県から他の補助金等の交付を受けているものについては、本

事業の補助対象としない。 

 

第８ 経費の補助 

県は、本事業に要する経費について、別に定める交付要綱に基づき、予算の範囲内

で補助するものとする。 


